
第２８回鳥取市新型コロナウイルス感染症対策本部会議 

 

 

日 時：令和２年５月２６日（火） １７時３０分 

場 所：災害対策本部室（本庁舎３階） 

 

１ 開会 

 

２ 本部長あいさつ 

 

３ 報告事項 

（１） 新型コロナウイルス感染症に係る相談・検査について 
（２） 鳥取県新型コロナウイルス感染症対策本部（第１５回）の概要について 
≪参考≫鳥取県版業種別感染拡大予防対策例(ガイドライン) 「飲食店向け」「宿泊施設向け」 

 
４ 協議事項 
（１） イベント・会議等の開催に関する基本的な考え方について 
（２） 市有施設等の利用の考え方について 
（３） 各部局の対応について 

 

５ その他 

 

６ 市長メッセージ 

 

７ 閉会 
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新型コロナウイルス感染症に係る相談、検査の状況について 
2020.5.26 

鳥取市保健所 

１ 相談件数 

（１）相談者別               （２）相談内容別 

相 談 者 延件数（件） 

住 民 4,009 

医 療 機 関 362 

そ の 他 507 

合  計 4,878 

（参考：中部 1,565件、西部 4,698件）         

 

 
 

 

２ 検査件数 

 東部 中部 西部 合計 

件数（件） 702 172 435 1,309 

うち陽性 2 0 1 3 

      

 

（※相談、検査件数令和２年５月２５日までの件数） 
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相談件数（相談内容別）

1 健康相談(発熱・咳など) 2 検査相談 3 予防方法 4 感染症全般

5 医薬品等 6 医療資材 7 医療体制 8 学校、施設等の対応

9 生活物資 10 交通機関 11 企業支援 12 その他

相談内容 延件数（件） 

健康相談 3,427 

検査相談 538 

予防方法 139 

学校施設の対応 116 

その他 658 

合  計 4,878 
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令和２年５月２６日 

 

鳥取市新型コロナウイルス感染症対策本部 

 

イベント・会議等の開催に関する基本的な考え方について 

 

イベント・会議等（以下「イベント等」）については、外出自粛の段階的緩和

の目安（令和２年５月２６日開催鳥取県新型コロナウイルス感染症対策本部会

議（第１５回））及び下記の開催の検討項目及び感染状況等を踏まえたうえで開

催を検討する。 

 

１.開催の検討項目 

〇 手指消毒やマスク着用、発熱等の症状がある者は外出等を避けるなど、「新

しい生活様式」に基づく基本的な感染防止策を徹底すること。 

○ イベント等の主催者や出演者は「業種別ガイドライン」等に基づく行動、参

加者の連絡先把握、接触確認アプリの周知、イベント・会議等前後の感染対策

（行動管理含む）の呼びかけを行うこと。 

○ イベント等の主催者は、特に、全国的な移動を伴うものには格段の注意をは

らうこと。 

○ イベント等の参加者には、自身が感染対策を徹底していても、感染リスクは

あることを周知すること。 

また、発熱等の症状がある者はイベント等に参加しない措置を講じること。 
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２．具体的な当てはめ 

 

・市以外の主催団体におかれても、開催の検討項目を参考にしていただくよう

要請を行う。 

３．適用期間 

  この考え方は５月２６日（火）から適用する。また、感染等の状況により変

更の可能性がある。 

【参考】外出自粛の段階的緩和の目安（鳥取県） 
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総務部の対応総務部の対応

項目 内容

◆市有施設等
の利用の考え方
について

市有施設等の利用の考え方については次のとおりとします。

●「イベント・会議等の開催に関する基本的な考え方について」（令和2
年5月２６日）を踏まえたうえで使用する。

①対策本部

国・県の方針による対応等

39



総務部の対応総務部の対応

項目 内容

職員の管理に関するこ
と

【職員課】
5/26 職員の公務出張について、段階的に制限の緩和

①対策本部

国・県の方針による対応等
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令和２年５月２６日 

   事  務  連  絡 

 

各所属長 様 

職 員 各 位 

 

                          総 務 部 長 

 

新型コロナウィルス感染症に伴う職員の公務出張について（通知） 

 

国の新型コロナウィルス感染症対策本部において、全ての都道府県の緊急事

態宣言の解除が正式決定されたことを踏まえ、今後の公務出張の取扱等につい

て下記のとおり変更いたしますので、適切に対応いただくようお願いいたしま

す。 

 

１．公務出張の取扱について 

令和２年５月２２日付事務連絡で通知した新型コロナウィルス感染症に関す

る職員の公務出張の取扱について、以下のとおり改めます。 

 

（１）５月３１日まで 

引き続き一部首都圏（埼玉、千葉、東京、神奈川）、北海道への出張

については原則禁止とし、その他国内地域への公務出張については、

各所属長において、出張先、時期、公務の内容、緊急性等の観点から

必要性を十分精査の上、公務出張の実施について適切に判断していた

だくようお願いします。 

 

（２）６月１日から６月１８日まで 

一部首都圏（埼玉、千葉、東京、神奈川）、北海道への出張について

は不急のものは禁止、その他の地域については、必要性を十分精査

し、マスク着用や手指消毒など感染予防対策を徹底した上で可能とし

ます。 

 

（３）６月１９日以降 

必要性を十分精査し、マスク着用や手指消毒など感染予防対策を徹底

した上で可能とします。 

 

（４）国外出張は一律禁止します。 

 

 

 （担当）総務部職員課 

 人事係 外線 0857-30-8116 内線 7141 
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令和２年５月２６日 

 

職 員 各 位 

                          副  市  長 

 

新型コロナウイルス感染被害防止と安全確保の徹底について（通知） 

 

新型コロナウイルス感染症については、昨日全ての都道府県において緊急事

態宣言が解除され、今後は外出の自粛や、施設の使用制限の要請等が段階的に

緩和されていくこととなります。 

飲食店をはじめとする業種別の鳥取県版ガイドラインが順次示されていく

中、一部自粛の緩和がされているところですが、職員の皆様におかれまして

は、感染被害防止と安全確保の徹底の観点から、人が密に集まって過ごすよう

な空間に集団で集まることや、不特定多数の人が接触するおそれが高い場所へ

行くことを避けるなど、引き続き適切な判断を行っていただくようお願いしま

す。 

また、職場としての対応方針等による手洗い等感染予防のための健康管理に

ついても引き続き励行するなど、自らの感染防止対策を徹底し、健康にくれぐ

れもご留意いただきますようお願いします。 
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企画推進部の対応企画推進部の対応

項目 内容

【文化交流課】

所管施設の対応

・高砂屋
・わらべ館
・国際交流プラザ

※5月31日までは、県内の主催者による事業とする。
※わらべ館は調整中

①対策本部

国・県の方針による対応等

時期 収容率 人数上限

ステップ①
5/25

屋内 50％以内 100人

ステップ②
6/19

屋内 50％以内 1,000人

【市民会館】【高砂屋】【国際交流プラザ】
県のイベント開催制限緩和の目安に準じて、段階的に利
用制限を緩和する。
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健康こども部の対応健康こども部の対応

項目 内容

◆健康・子育て推進課
保健センター施設の対
応について

県の方針を受け、６月１日より人数管理・感染防止策を徹
底した上で、気高保健センタートレーニング室の利用を再
開する。

①対策本部

国・県の方針による対応等
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教育委員会の対応教育委員会の対応

項目 内容

学校教育活動等につい
て

部活動については、感染症対策を徹底し、６月１日か
ら練習試合の実施を可能とするが、詳細な事項（公式
試合含む）については関係機関と調整中。

①対策本部

国・県の方針による対応等
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市長メッセージ 

これまで本市で二人の方が感染されましたが、その後お二人とも退

院され、現在、市内での感染は発生しておりません。これもひとえに、

市民の皆様一人一人が感染防止に取り組まれた成果であり、感謝を申

し上げます。 

５月２５日に全国の緊急事態宣言が解除され、新型コロナウイルス

感染症への対応は新たなステージに入っていくことになります。 

しかしながら感染症のリスクはいまだ収束したわけではなく、今後

も第２波の感染拡大が懸念されるなど、感染防止の取り組みは継続し

て行っていく必要があります。 

一方、新しい生活様式の定着を前提として、段階的に社会経済の活

動レベルを引き上げていくことにより、感染拡大防止と社会経済活動

の調和を図る困難な取り組みを進める段階にもあります。 

市民の皆様におかれましては、感染予防のための生活習慣と、いわ

ゆる３つの密を避ける行動を継続し、県をまたいだ移動は少なくとも

５月中は可能な限り控えるなど感染拡大防止に最大限の配慮をお願

いします。 

本市は引き続き感染拡大防止に万全を期したうえで、市民の皆様が

安全にそして安心して生活できるよう、また地域経済再生のため最大

限の取り組みを展開してまいります。 
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なお、発熱や咳など感染を疑う症状がある場合は、まずは「発熱・

帰国者・接触者相談センター」へ電話で相談していただきますようお

願いします。 

 

 

※東部地区発熱・帰国者・接触者相談センター（鳥取市保健所内） 

  電話：0857－22－5625（平日 8：30～17：15） 

  電話：0857－22－8111（上記以外） 

  FAX：0857－20－3962 
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